
5 万が一の、発注者様とのトラブルにも対応！
専門の紛争処理支援制度（あっせん、調停、仲裁）が利用できます。
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16,500円(税込/10％)
11,000円(税込/10％)

11,000円(税込/10％)

料金は、窓口にてお見積りしますのでお問合せください。

料金

指定住宅紛争処理機関等のご利用

現場検査

保険のお支払い対象と保険期間

対象とする住宅

お支払いする主な保険金 1回の請求ごとの支払い額

保険金支払い限度額

〔指定住宅紛争処理機関〕まもりすまい大規模修繕かし保険を利用する大規模修繕工事の請負契約の当事者（大規模修繕工事業者
および発注者等）は、請負契約に関する紛争について、指定住宅紛争処理機関の紛争処理支援制度（あっせん・調停・仲裁）が利用できます。
◎ご利用には、所定の申請料がかかります。

※2022年10月1日からご利用できます。

〔保険協会審査会〕保険金の支払いに関して大規模修繕工事業者様と住宅保証機構との間に紛争が生じた場合、一般社団法人住宅瑕
疵担保責任保険協会に設置される審査会に審査を請求することができます。◎ご利用には、所定の申請料がかかります。

※記載事項は2022年10月1日現在のものです。


